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国立大学法人岡山大学特命教授取扱規程

平成１６年９月１６日

岡大規程第１０８号

改正 平成１７年３月２４日規程第 ２号

平成１７年９月 ８日規程第１５号

平成２０年３月３１日規程第６３号

平成２７年３月３１日規程第４３号

平成２８年１１月２９日規程第８４号

平成３１年３月２９日規程第３９号

（目的）

第１条 この規程は，国立大学法人岡山大学（以下「法人」という。）において，岡山大

学（以下「本学」という。）の名誉教授及び学長がこれに準ずる者と認めた者であって，

本学の教育活動又は研究活動に無報酬で従事することを希望する者で学長が特に必要と

認めた者に対し，岡山大学特命教授（以下「特命教授」いう。）の名称を付与すること

により，本学の教育研究活動の活性化及び充実・発展を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 教育活動を行う特命教授の名称は，特命教授（教育）とし，その教育活動は，次

の各号に定めるものとする。

一 教養教育科目又は専門教育科目の授業のうち，原則として，講義及び演習とする。

二 講演・セミナー等を通した学生の教育支援

２ 前項第１号の授業科目の成績評価は，当該特命教授が行い，本学の単位として取り扱

うものする。

３ 研究活動を行う特命教授の名称は，特命教授（研究）とし，その研究活動は，次の各

号に定めるものとする。

一 本学の活動と認める研究活動

二 本学の研究活動に対する個別又は全般への指導助言

（申出）

第３条 特命教授（教育）として教育活動に従事することを希望する者は，担当可能な教

育分野及び従事可能時間等をあらかじめ学長に申し出るものとする。

２ 前項の手続きは，全学教育・学生支援機構において処理するものとする。

３ 特命教授（研究）として研究活動に従事することを希望する者は，研究活動に必要な

経費（外部資金）及び研究実施場所が確保できる者とし，研究目的及び研究内容，研究

期間，研究実施場所，必要経費（外部資金）等が確認できる資料を付して，あらかじめ

学長に申し出るものとする。

４ 前項の手続きは，研究協力部において処理するものとする。

（選考基準）

第４条 特命教授の選考基準は，国立大学法人岡山大学教員の選考に関する規則（平成１

６年岡大規則第２７号）を準用する。

（選考機関）

第５条 特命教授（教育）の選考は，教養教育科目に係るものについては，全学教育推進

委員会において，専門教育科目に係るものについては，受入れ部局等の教授会において
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行い，当該部局等の長の推薦に基づき，学長が委嘱する。

２ 特命教授（研究）の選考は，受入れ部局等の教授会において行い，当該部局等の長の

推薦に基づき，学長が委嘱する。

（委嘱期間）

第６条 特命教授の委嘱期間は，当該委嘱年度限りとし，継続することを妨げない。ただ

し，委嘱時に年齢７０歳以上である者には，原則として委嘱は行わない。

（健康安全衛生管理）

第７条 特命教授が本学において教育活動又は研究活動を行う場合は，法人の安全衛生管

理体制の下に行うこととする。ただし，特命教授自身の災害補償については，各自の責

任において対応するものとする。

２ 特命教授の健康診断は，本学教員に準じて法人が行う。

（経費等）

第８条 特命教授（教育）が本学において教育活動を行う際に必要な経費及び来学に必要

な交通費は，予算の範囲内で法人の定めに基づき負担する。

２ 特命教授（研究）が本学において研究活動を行う際に必要な経費は，当該特命教授

（研究）が確保した外部資金をもって充てる。

（権利・義務）

第９条 特命教授は，本学において教育活動又は研究活動を行う際に必要な施設・設備を

本学教員と同様に利用することができる。

２ 特命教授（教育）が授業を実施する際の休講，補講等授業の具体的な実施方法につい

ては，本学教員の例により取り扱うものとする。

３ 特命教授は，特命教授制度の趣旨に合致しないものを除き，法人が定める諸規則を遵

守しなければならない。

４ 特命教授が本学における教育活動又は研究活動を通じて得た知的財産権の取扱いにつ

いては，国立大学法人岡山大学職務発明等取扱規程（平成１６年岡大規程第１７号）の

規定を準用する。

（その他）

第１０条 この規程に定めるもののほか，特命教授について必要な事項は，別に定める。

２ 前項のほか，学長と当該特命教授との協議に基づき個別事項を定めることができるも

のとする。

附 則

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

２ 改正後の第９条第４項の規定にかかわらず，平成１８年４月１日前の教育活動を通じ

て得た知的財産権は，当該特命教授に帰属するものとする。

附 則

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２８年１２月１日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。
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附 則

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。


